
議案第１号 

西三河都市計画一色町坂田新田地区計画の変更（西尾市決定）について

 西三河都市計画一色町坂田新田地区計画について、別紙のとおり変更したい

ので貴審議会の意見を求めます。 

令和７年３月７日 

西尾市都市計画審議会長 

提案理由 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)の改

正に伴い地区計画を変更する。 

議案第１号 
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西三河都市計画地区計画の変更 （西尾市決定） 

都市計画一色町坂田新田地区計画を次のように変更する。 

名        称 一色町坂田新田地区計画 

位        置 西尾市一色町坂田新田及び藤江の各一部 

面        積 約5.5ha 

又

は

保

全

の

方

針 

区

域

の

整

備

開

発 

地区計画の目標 

本地区は一色漁港から約500ｍ、西尾市役所一色支所から約

2.0kmに位置し、地場産業の振興と新たな産業の導入による地

域の活性化を目的とする工業拠点として、開発行為により整備

が進められた地区である。 

そこで、本計画では、この区域内において、工業拠点として

の環境を維持し、工業立地を促進させることを目標とする。 

土地利用の方針 

本地区においては、工業系の土地利用を図るとともに、周辺

環境との調和を図り、良好な街区環境が形成・保全されるよう

に誘導する。 

地区施設の整備方針 
本地区の地区施設は、開発行為により整備されているため、

その維持に努める。 

建築物等の整備の方針 

良好な工業地の形成を図るため、建築物等の用途の制限、容

積率の最高限度、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度、

壁面の位置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制

限、垣又はさくの構造の制限を行う。 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区施設の配置及び規模 
緑
地 

名称 面積 配置 

緑地 約2.2ha 計画図表示のとおり 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１．工場（日本標準産業分類大分類Ｅ―製造業に属する工業施

設及びそれに関連する研究開発施設） 

ただし、建築基準法（昭和25年法律第201号）別表第2(ぬ)項

第3号、第4号及び（る）項第1号に掲げるものを除く。 

２．流通業務施設（物資の流通の効率化に関する法律（平成17

年法律第85号）第4条第1号に規定する流通業務の用に供す

る施設） 

３．前2号までの建築物に附属し、用途上不可分なもの。 

建築物の容積率の最高

限度 
150％ 

建築物の建ぺい率の最

高限度 
60％ 

建築物の敷地面積の最

低限度 
3,000㎡ 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線まで

の距離は、4ｍ以上でなければならない。 

ただし、軒の高さ 3ｍ以下の守衛室その他これに類する建築

物は除く。 
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建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

建築物等の形態及び色彩は、原則として原色を避け、周辺の

環境と調和したものとする。 

垣又はさくの構造の制

限 

垣又はさくの構造は、次の各号のいずれかに該当するものと

する。ただし、門柱及び門塀を設けるときは、その高さは 1.8m

以下かつ袖の長さが左右それぞれ 2m 以下のものとする。 

１．敷地境界から1ｍ未満の距離に設置する垣又はさくは、高

さ（敷地地盤面からの高さをいう。以下同じ。）が2ｍ以下

のもの。 

２．生垣 

３．透視性のあるフェンス（基礎の高さは0.6ｍ以下とする） 

「区域は計画図表示のとおり」 
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西三河都市計画一色町坂田新田地区計画　計画図

1／2,500
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概  要  書 

【一色町坂田新田地区】 

 

１ 地区計画区域の概要 

都 

市 

計 

画 

の 

概 

要 

 面積 用途地域 容積率 建蔽率 その他の指定等 

地区全体 約5.5ha 
市街化調整

区域 
150％ 60％ 該当なし 

都
市
計
画
施
設 

道路 該当なし 

公園 該当なし 

その他 該当なし 

 

２ 変更の概要 

変更前後 建築物等の用途の制限 備考 

変更前 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはなら

ない。 

１．工場（日本標準産業分類大分類Ｅ―製造業に属する

工業施設及びそれに関連する研究開発施設） ただし、建

築基準法（昭和25年法律第201号）別表第2(ぬ)項第3号、

第4号及び（る）項第1号に掲げるものを除く。 

２．物流施設（流通業務の総合化及び効率化の促進に関

する法律（平成17年法律第85号）第2条第1号に定める流

通業務の用に供する建築物） 

３．前2号までの建築物に附属し、用途上不可分なもの。 

 

変更後 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１．工場（日本標準産業分類大分類Ｅ―製造業に属する

工業施設及びそれに関連する研究開発施設） ただし、建

築基準法（昭和25年法律第201号）別表第2(ぬ)項第3号、

第4号及び（る）項第1号に掲げるものを除く。 

２．流通業務施設（物資の流通の効率化に関する法律（平

成17年法律第85号）第4条第1号に規定する流通業務の用

に供する施設） 

３．前2号までの建築物に附属し、用途上不可分なもの。 

－ 
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西三河都市計画一色町坂田新田地区計画の変更（西尾市決定） 

 

項  目 時  期 備  考 

説
明
会
等 

地元町内会長説明 令和 ６ 年１０月２２日  

16 条

縦覧 

縦覧期間 
令和 ６ 年１２月 ９日 

～１２月２３日 

場所:都市計画課 

縦覧者数：０人 

意見書提出期限 令和 ６ 年１２月２３日 意見書の提出：無 

県事前協議申請 

県事前協議回答 

令和 ７ 年 １月 ７日 

 令和 ７ 年 １月２３日 

 

 

17条

縦覧 

縦覧期間 
令和 ７ 年 ２月１０日 

～ ２月２５日 

場所:都市計画課 

縦覧者数：０人 

意見書提出期限 令和 ７ 年 ２月２５日 意見書の提出：無 

西尾市都市計画審議会 令和 ７ 年 ３ 月 ７日 

 

知事協議 

知事回答 

西尾市告示 

令和 ７ 年 ３ 月 上旬 

令和 ７ 年 ３ 月 下旬 

令和 ７ 年 ４ 月 １日 

以下予定 

 

 

建築

条例 

議会上程 

施行予定 

令和 ７ 年 ３ 月 議会 

令和 ７ 年 ４ 月 １日 
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